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資料３：新エネルギー設備導入助成制度 

新エネルギー設備導入のために利用できる助成制度には下表のものがある。 

 新エネルギー・省エネルギーに対する支援制度一覧（平成 17年度現在）
1 新エネルギー対策導入指導事業（平成 16年度～） 
制 度 区 分 情報提供、普及啓発活動 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 新エネルギーの加速的な導入を図るため、地方公共団体等に幅広く新エネルギー導
入のための情報提供、普及啓発活動を行う。 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体 
補 助 額  

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

2 地域新エネルギービジョン策定等事業（平成 10年度～） 
制 度 区 分 計画策定、導入・事業化調査 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 
支 援 概 要 ・ 要 件 地域の新エネ導入・推進に関するビジョン作成費について補助する。 
支 援 対 象 者 等 地方公共団体、一般・企業・各種団体等 

補 助 額 定額（100％） 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

3 地域省エネルギービジョン策定等事業（平成 10年度～） 
制 度 区 分 計画策定、導入・事業化調査 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 
地域レベルでの省エネルギーを普及するに当たって、取組みを円滑化するため、地
方公共団体等が当該地域における省エネルギーの推進を図るために必要となる「ビ
ジョン」作成に要する費用の金額を補助する。 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体 
補 助 額 定額（100％） 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

4 中小水力発電開発費補助金補助事業（平成 11年度～） 
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 
支 援 概 要 ・ 要 件 中小水力開発を行う公営電気事業者等に対して建設費等の一部を補助する。 
支 援 対 象 者 等 電気事業者、自家用発電設置者 

補 助 額 出力 5,000kW以下：1/5以内    5,000kW～30,000kW：1/10以内 
新技術を導入した部分：1/2 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

5 地熱発電開発費補助金補助事業（平成 11年度～） 
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 

調査・建設段階に進んだ地点における調査井、生産井及び還元井、蒸気配管等敷設、
発電機等及び熱水供給施設等設置に対して補助を行う。 
地熱発電施設設置事業として、バイナリー発電の設備を設置する場合も経費の一部
を補助する。 

支 援 対 象 者 等 設置事業を行おうとする者 
補 助 額 調査井掘削事業：1/2以内    地熱発電施設設置事業：1/5以内 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

6 バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業・同事業調査（平成 14年度～） 
制 度 区 分 共同研究 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 

バイオマス等未活用エネルギーの利用に係る実証事業試験として、バイオマス・雪
氷エネルギーという、地域において活動可能な未活用エネルギーの利用に係る実証
試験として設備を設置し、運転データの収集・蓄積・分析を行い、これらのノウハ
ウ・データの蓄積などによって、今後のバイオマス等未活用エネルギーの本格的な
導入に寄与させるとともに、新エネルギー導入目標の達成に資することを目的とす
る。実地内容は、バイオマスエネルギー及び雪氷エネルギーの利用に係る実証試験
設備を設置した上で運転データを収集する事業（「実証試験」）、並びに、同実証試験
の実地に係るフィージビリティスタディ事業調査（「FS」）の 2 つがあり、それぞれ
提案公募方式により決定した共同研究者との共同研究として実地する。 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体、民間事業者等 
補 助 額 実証試験：1/2    FS：定額（100%）上限額あり 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構新エネルギー技術開発部 
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7 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業 
制 度 区 分 共同研究 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 
木質バイオマスを初めとする国内バイオマス資源の効率的かつ経済的な収集運搬システム、

エネルギー転換技術、及びその利用技術を含めた地産地消・地域循環型エネルギー転換シス

テムの実証試験事業を行う 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体、民間事業者等 

補 助 額 全額 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構新エネルギー技術開発部 

8 都市熱源ネットワーク 
制 度 区 分 計画策定、導入、事業化調査 
関 係 省 庁 ・ 機 関 国土交通省 

支 援 概 要 ・ 要 件 

未利用エネルギーの活用及び熱エネルギー利用の効率化を図るエネルギー輸送シ
ステムとして、都市熱源ネットワークの整備を推進するため、街並み・まちづく
り特定事業調査の中で都市熱源ネットワーク整備の基本計画調査に対する経費を
補助する。 
 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体 
補 助 額 1/3 

 

 
申 請 窓 口 等 国土交通省 

9 風力発電フィールドテスト事業（平成12年度～平成16年度（設置は平成13年度で終了）） 
制 度 区 分 共同研究 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 
風力発電の一般的普及の素地を形成するため、風況データの収集・解析を実地す
るとともに、これまでこの事業で設置してきた風力発電システムを用いて実際の
負荷条件下で運転データ等の収集を継続する。 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体、一般・企業・各種団体等 
補 助 額 風況精査：全額 運転研究：1/2担当額 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構新エネルギー技術開発部 

10 太陽光発電新技術等フィールドテスト事業（平成15年度～平成22年度（設置は平成18年度で終了）） 
制 度 区 分 共同研究 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 
多種多様な業態を含めた産業等の分野においてシステムの標準化及び多様な導入
形態への対応を可能とするため、最近開発された新技術の実負荷である実証試験
を行う共同研究費を補助する。 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体、一般・企業・各種団体等 
支 援 内 容 等 共同研究期間：設備設置年度を含めて5ヵ年間 

補 助 額 1/2 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構新エネルギー技術開発部 

11 エネルギー使用合理化事業者支援事業（平成10年度～） 
制 度 区 分 導入支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 
事業者が計画した総合的な省エネへの取り組みであって、省エネルギー効果が高
く、費用対効果が妥当と認められるものに係わる設備導入費等について補助を行
う。 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体、企業、NPO 
補 助 額 単独事業：1/3以内 連携事業：1/3以内 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 
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12 エネルギー需要最適マネジメント推進事業（平成13年度～平成17年度） 
制 度 区 分 導入支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 

民生部門のエネルギー消費量を大幅に削減するため、住宅においてIT技術を活用
して家電機器や給湯機器を宅内ネットワークで接続し、複数の機器を自動制御し、
省エネを促進させる家庭用ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）の実
証試験に係る費用を補助する 
 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体、民間団体、企業等 
補 助 額 1/2以内（調査研究100%） 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

13 新エネルギー・省エネルギー非営利活動促進事業（平成15年度～） 
制 度 区 分 導入事業支援、普及啓発活動 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 

地域草の根レベルでの効果的な新エネルギーの導入の加速化を図るため、営利を
目的としない事業を行う民間団体が行う新エネルギー・省エネルギーの導入補助
事業及び普及啓発事業を支援する。 
 

支 援 対 象 者 等 民間団体等 
補 助 額 1/2以内 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

14 地域新エネルギー導入促進事業（平成10年度～） 
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 
地域における新エネの大規模・集中導入や、計画的な省エネを推進する先進的な
自治体に対し、事業費及び広報費を補助する。 
 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体 

補 助 額 導入促進事業：1/2以内 普及啓発事業：定額限度額2000万円 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

15 新エネルギー事業者支援対策事業（平成9年度～） 

制 度 区 分 導入事業支援 

関 係 省 庁 ・ 機 関 経済産業省 

支 援 概 要 ・ 要 件 
新エネ法の認定を受けた計画に基づき新エネルギー導入事業を行うものに対し
て、事業費の一部補助、及び債務保証を行う。 
 

支 援 対 象 者 等 新エネ法の認定を受けた計画に基づき新エネルギー導入事業を行う事業者 
補 助 額 1/3以内、（債務保証） 

 

 
申 請 窓 口 等 経済産業省（債務保証はNEDO技術開発機構）、NO.62に記載あり 

16 民活法特定施設整備事業 
制 度 区 分 導入事業支援、融資、優遇税制 
関 係 省 庁 ・ 機 関 経済産業省、国土交通省、他 

支 援 概 要 ・ 要 件 
ウォーターフロント開発において、民間事業者が自ら設置する水質環境の改善や発生す
る廃熱等未利用エネルギーの有効利用を図るための「港湾環境創造支援施設」の整備に
対する補助、NTT無利子及び低利融資等 

支 援 対 象 者 等 経済産業省、他 

補 助 額  

 

 
申 請 窓 口 等  
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17 電気自動車等導入費補助事業（平成17年度～） 
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 経済産業省 
支 援 概 要 ・ 要 件 電気自動車を導入する者に対し、費用の一部を補助する。 
支 援 対 象 者 等 地方公共団体、一般・企業・各種団体 

補 助 率 自動車‐‐‐‐‐‐‐ベース車両価格との差額の1/2以内 

 

 
申 請 窓 口 等 (財) 日本自動車研究所 

18 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（ＣＯ2冷媒ヒートポンプ給湯器） 
制 度 区 分 補助金 

支 援 概 要 ・ 要 件 

・従来エネルギー効率の改善が進んでいなかった給湯分野について高効率給湯器
の市場への円滑な導入に向けた支援実地 
・補助金交付の対象となるエコキュートは、以下の条件を満たした高効
率給湯器のうち、機器指定審査委員会で指定されたもの 
・ CO2冷媒を使用していること 
・ エネルギー消費効率COPが3.0以下であること 

補 助 額 補助対象給湯器と従来型給湯器との差額1/2以内を補助 

 

 
申 請 窓 口 等 財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター、社団法人日本ガス協会、財団法人エルピ

ーガス振興センター 
19 エネルギー多消費型設備 天然ガス化推進補助事業 
制 度 区 分 補助金 
関 係 省 庁 ・ 機 関 経済産業省 

支 援 概 要 ・ 要 件 
石炭、石油等の燃料を原油換算で 100kl/年以上使用する工業炉、ボイラ等の燃
焼設備を、天然ガスを主原料とするガスへ燃料転換した事業者に対し、その設備
変更等に要する経費（設備改造費、設備更新費、設計費等）の一部を補助する 

支 援 対 象 者 等 事業者 

補 助 率 

補助対象範囲：天然ガス化推進事業に係る設計費、既存設備撤去費、新規設備機
器費（含む計測装置）、新規設備設置工事費（含む改造工事費）、敷地内ガス管敷
設費。（但し、本支管工事及びLNG貯蔵・気化設備を除く） 
補助率：1/3以内   補助金上限額：2億円/1補助事業 

 

 

申 請 窓 口 等 （社）日本ガス協会 
20 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業（住宅・建築物高効率エネルギーシステム） 
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支 援 概 要 ・ 要 件 住宅建築物に係わる高効率エネルギーシステムを事業者（建築主等）が導入する
際の費用を補助する。また、省エネルギー普及のため、調査研究を実施する。 

支 援 対 象 者 等 指定システムの導入を行う者 
補 助 額 導入費用の1/3 

 

 
申 請 窓 口 等 NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部 

21 燃料電池自動車啓発推進事業 
制 度 区 分 環境教育・啓発 
関 係 省 庁 ・ 機 関 環境省 

支 援 概 要 ・ 要 件 
燃料電池自動車の仕組み、大気汚染物質やＣＯ２の削減効果、総合エネルギー効
率、その他の環境改善等の効果、コスト、利便性、安全性などについて、広く啓
発し、正しい理解や認識を得る 

支 援 対 象 者 等 地方自治体と環境省の共同 
補 助 額  

 

 
申 請 窓 口 等 環境省 
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22 環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進 
制 度 区 分 導入支援事業 
関 係 省 庁 ・ 機 関 文部科学省、経済産業省 

支 援 概 要 ・ 要 件 

環境を考慮した学校施設（エコスクール）に関するパイロット・モデル事業の実
施に際して、必要な経費（基本計画、策定調査費、建物等整備費、新エネルギー
導入費等）を補助する。 
①新エネルギー活用型（太陽光、太陽熱、風力、燃料電池等） 
②緑化推進型 
③中水利用型 
④その他省エネルギー・省資源型（新断熱技術活用等） 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体 
補 助 額 調査研究費：原則全額 

補 助 率 建物等整備費：1/2（新増築）、1/3（改築、大規模改造） 
・新エネルギー導入：経済産業省各補助事業の補助率 

 

 

申 請 窓 口 等 文部科学省、経済産業省 
23 私立学校エコスクール整備推進モデル事業（平成10年度～） 
制 度 区 分 導入支援事業 
関 係 省 庁 ・ 機 関 文部科学省、経済産業省 

支 援 概 要 ・ 要 件 

学校法人が設置する私立高等学校等における環境に配慮した施設作りのために
行う校舎の改造工事に要する費用、実施設計費に要する一部を補助する（改造工
事対象） 
 

支 援 対 象 者 等 私立の小中学校、中等教育学校、特殊教育学校及び高等学校 
補 助 率 補助対象経費の1/3以内 

 

 
申 請 窓 口 等 文部科学省、経済産業省 

24 電源立地促進対策交付金 
制 度 区 分 導入支援事業 
関 係 省 庁 ・ 機 関 経済産業省 

支 援 概 要 ・ 要 件 
発電用施設の建設にあたり、施設の所在する市町村及び周辺市町村が住みよい町
作りの基盤を整備するため、公共施設や産業振興施設の整備に擁する費用にて充
てることを目的とした交付金 

 

 申 請 窓 口 等 経済産業省 
25 新世代下水道支援事業 
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 国土交通省 

支 援 概 要 ・ 要 件 
下水熱利用に必要な施設のうち、下水又は下水処理水の流れる施設（熱交換施設、
送水施設、ポンプ施設）及びその付帯施設（用地含む）の整備に対する経費を補
助する。 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体 
補 助 率 1/2 
申 請 窓 口 等 国土交通省 

 

 
申 請 窓 口 等  
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26 廃棄物処理施設整備費補助  
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 厚生労働省 

支 援 概 要 ・ 要 件 

ごみ焼却設備及び発電設備部分に関して、以下に相当する一般廃棄物処理施設の
整備に必要な経費の一部を補助する。 
①ごみ固形燃料化施設 
②RDF発電等焼却施設（平成10年度新規：都道府県まで拡大） 
③ごみ焼却施設のうち自家消費部分に相当する発電設備 
④ごみ焼却設備のうち近隣の公的施設への電力供給に相当する電力設備 

支 援 対 象 者 等 地方公共団体、一部事務組合 
補 助 率 補助対象経費の1/4（公害防止地域は1/2） 

 

 
申 請 窓 口 等 厚生労働省 

27 住宅用太陽光発電導入促進事業 
制 度 区 分 導入事業支援 
関 係 省 庁 ・ 機 関 （財）新エネルギー財団 

支 援 概 要 ・ 要 件 
戸建及び集合住宅への太陽光発電システムの設置に必要な経費を補助するシス
テム上限は、10kW未満。既設者の増設や住宅以外の居住建物も対象とする。 

支 援 対 象 者 等 個人、住宅団地供給者等、地方公共団体（「地方公共団体協力応募用枠」） 
補 助 率 2万円／kW（上限1件当たり10kW未満） 

 

 
申 請 窓 口 等 （財）新エネルギー財団 

28 住宅用太陽熱高度利用システム導入促進対策費補助金補助事業 
制 度 区 分 補助金 
関 係 省 庁 ・ 機 関 （財）新エネルギー財団 

支 援 概 要 ・ 要 件 

住宅用太陽熱高度利用システムを設置する者に対して設置費の一部を補助する。
対象は、住宅の屋根等への設置に適した、不凍液などを強制的に循環する集熱器
と、集めた熱エネルギーを貯蔵する蓄熱槽によって構成される、給湯及び冷暖房
に利用するソーラーシステムであり、かつ、集熱器総面積に集熱器台数を乗じた
面積が75㎡未満のソーラーシステムであるもの。 

支 援 対 象 者 等 個人 

補 助 率 
集熱器１台当りの補助金額（※）×集熱器の台数（上限10万円） 
※基準単価 1.30 円/( W･h /日)×集熱器の集熱量(W･h/㎡･日)×集熱器１台当り
の総面積(㎡) 

 

 

申 請 窓 口 等 （財）新エネルギー財団 
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資料４：原村地域新エネルギービジョン策定委員会名簿 

【委 員】 

委員長  谷 辰夫 諏訪東京理科大学教授 

副委員長 小林 庄三郎 住民代表 

傘木 宏夫 NPO地域づくり工房 

筒井 清允 地域活性研究所 

小池 保二 中部電力株式会社諏訪営業所 

小池 義仁 諏訪森林組合 

飯田 幹夫 原村商工会 

折井 久一   信州諏訪農業協同組合原村営農センター長 

永田 せつ子  住民代表 

小倉 輝久   住民代表 

日達 あけみ  住民代表 

北川 崇二   住民代表 

大日方 正明 諏訪地方事務所 

 【オブザーバー】 

   関東経済産業局資源エネルギー環境部 

      独立行政法人新エネルギー･産業技術総合開発機構  

 【事務局】 

 清水 澄  原村村長 

 平出 攻進  原村助役 

 小林 勝広  原村村づくり戦略推進室長 

 小林 正雄  原村村づくり戦略推進室村づくり係長 

 平出 彰子  原村村づくり戦略推進室村づくり係 

 【コンサルタント】 

 大塚 俊明  日本エンジニアリング株式会社 

 濱田 利幸  日本エンジニアリング株式会社 

 鳥沢 右一  日本エンジニアリング株式会社 

  （敬称略）  
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資料５：原村地域新エネルギービジョン策定委員会活動経過 

１．第１回策定委員会 

日 時 ：平成 17年 8月 31日 午後 3時～5時 

討議内容：委員長・副委員長選出 

      ビジョン策定事業の目的・内容説明 

      アンケート調査票案の説明・検討 

      県内先進地調査案の説明 

      意見交換・討議 

２．県内先進地調査 

日 時 ：平成 17年 10月 7日 午前 8時 30分～午後 5時 

場 所 ：(福)中信社会福祉協会 共立学舎（BDF製造装置） 

     株式会社ポテトデリカ（メタン発酵発電設備） 

     長野県大町市内小水力発電設備 3箇所 

３．第２回策定委員会 

日 時 ：平成 17年 10月 28日 午後 1時 30分～3時 30分 

討議内容：県内先進地調査の報告 

      原村の地域特性資料説明 

      アンケート調査の中間集計報告 

      意見交換・討議 

４．県外先進地調査 

日 時 ：平成 17年 11月 7日～8日 

場 所 ：東京農業大学リサイクル研究センター（生ごみ堆肥化システム） 

      バイオマスエネルギーセンター 

      （生ごみのエタノール化システム、生ごみの高速メタン発酵システム） 

      東京ガス株式会社（環境エネルギー館） 

      株式会社マイクロ・エナジー（超小型ガス化発電システム） 

５．第３回策定委員会 

日 時 ：平成 17年 12月 19日 午後 2時～4時 

討議内容：県外先進地調査の報告 

      新エネルギー賦存量推計値報告 

     アンケート調査の集計報告 

      導入プロジェクト案の説明検討 

      意見交換・討議 

 

６．第４回策定委員会 

日 時 ：平成 18年 2月 8日 午後 2時～4時 

討議内容：原村地域新エネルギービジョン報告書及び概要版検討 

     意見交換・討議 
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資料６原村地域新エネルギービジョン策定委員会・庁内委員会先進地調査報告 

 

県内先進地調査 

 
日 時：平成 17年 10月 7日 午前 8時 30分～午後 7時 

調査先：バイオガス化設備（メタン発酵発電、株式会社ポテトデリカ） 

    小型バイオディーゼル燃料製造装置（共立学舎） 

小水力発電（川上ミニ水力発電、北安中部漁協養魚場コヲミ平ミニ水力発電、駒沢

ミニ水力発電） 

 

施設・事業の概要 

１．バイオガス化設備（メタン発酵発電、株式会社ポテトデリカ） 

①施設概要 

食品工場から排出されるジャガイモの皮などの食品廃棄物をメタン発酵槽で得られるバイオ

ガスを利用してガスエンジン（ディーゼル）で発電し、ラジエータの余熱は発酵のための加温

に利用する。発電能力は 50 kWである。 

ジャガイモの消費量は 25 t/日であり、そのうちの 10～15％が食品廃棄物となる。以前は堆

肥化していたが、バイオガス化設備に切り替え、エネルギー利用している。 

 

②施設導入のメリット 

バイオガス化施設はメーカーからのリースであり、初期投資およびメンテナンス費用が不要

である。 

設備の運用状況は電話回線を利用したリモートシステムで、メーカーが監視しており、異常

があればメーカー担当者が駆けつける。 

リース料金は、以前に堆肥化していた時の処理費用と同額とし、発電した電力と余熱は、ポ

テトデリカ社が無料で利用できる。その利用分がメリットになる。 

 

       バイオガス化施設             ジャガイモの廃棄物 
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２．小型バイオディーゼル燃料製造装置（共立学舎） 

①施設概要 

所在地  ：長野県松本市大字今井 4822-1 

製造所面積：57.57 m2 

廃食用油回収量：30キロ㍑/年（平成 14年度実績） 

BDF製造量 ：400㍑/日 

 

②施設の特徴 

共立学舎は、20年以上の廃食用油から石けんを製造販売してきた実績をもとに、厚生労働省、

長野県、松本市などの協力を得て、小型バイオディーゼル燃料製造装置を導入した。 

廃食用油は松本市内から専用容器で回収され、同製造装置によって 7 時間で BDF が製造され

る。 

 

製造装置の外観                 廃食用油回収容器 

  

 

 

３．小水力発電 

3.1川上ミニ水力発電             

①施設概要 

使用水路名：高根中村堰（信濃川水系高瀬 

        川および鹿島川） 

所在地  ：長野県大町市大字大町 7705-2 

最大使用水量：0.43 m3/s 

有効落差 ：0.45 m 

最大出力 ：350 W （実績値） 

構 造  ：らせん型水車 

 

 

川上ミニ水力発電施設の全体（手前の木箱内）
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②施設の特徴 

水量と落差が小さな農業用水路でのミニ水力発電を実験している。 

発電用のらせん型水車は佐渡金山の汲み上げ水車をヒントに造られており、小水力・低落差

でも発電が可能である。また、水路中の落ち葉やごみがらせん型水車を通り抜けるので、詰ま

ることもない。 

鉛バッテリーを使用した蓄電施設と定電圧設備を通して配電している。ミニ水力発電の電圧

は、水車の回転速度で変化するので、定電圧化しないと使用できない。 

 

3.2北安中部漁協養魚場コヲミ平ミニ水力発電 

①施設概要 

使用河川名：尾入沢（信濃川水系高瀬川上流の河川指定されていない沢） 

所在地  ：長野県大町市大字平 2112 

最大取水量：0.08 m3/s 

有効落差 ：2.3 m 

最大電力 ：400 W 

構 造  ：上掛式木製水車、直径 2.5 m 

                      

②施設の特徴 

養魚場が取水し釣堀池に放流している水を 

利用した水力発電である。 

上掛式木製水車の中央軸からギアを経て発    

電機を回して発電している。得られた電力 

は蓄電設備と定電圧電源設備を通して、養 

魚場に供給している。 

上掛式水車は他の形式の水車に比べて効率 

は良くないが、親しみのある外見であり、 

教育啓発効果が大きい。 

 

 

3.3駒沢ミニ水力発電 

①施設概要 

  使用水路名：北荒沢堰（信濃川水系鹿島川） 

所在地  ：長野県大町市大字平 2158-5 

最大使用水量：0.13 m3/s 

有効落差 ：1.2m 

最大出力 ：700W 

構 造  ：堅軸渦巻固定プロペラ水車 

 

 

駒沢ミニ水力発電ベトナム製水車

北安中部漁協養魚場コヲミ平ミニ水力発電
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②施設の特徴 

農業用水路内に仮設した発電設備であり、発電用水車はカナダのベンチャー企業が設計開発

し、ベトナムで生産している安価な装置である。導入費用は約 17万円（設備購入費 7万円、運

搬費 8万円、資材購入費 2万円） 

使用水路は発電に十分な水量であることを確認できた。発電した電力は、野猿対策用の電気

柵に利用し、野猿被害が減っている。 

使用している発電水車は簡単に水路から持ち上げることができ、台風などで水路の流量が増

え危険な時には、水路から取り外せる。しかし、流水内の落ち葉や流木が水車にひっかかり、

発電できなくなることがある。 

 

  

 

 

 

 

県外先進地調査 

 

日 時：平成 17年 11月 7日～8日 

調査先：生ごみのリサイクル・エネルギー化技術（東京農業大学，東京都世田谷区） 

    環境エネルギー館（東京ガス株式会社，神奈川県横浜市鶴見区） 

    株式会社マイクロ・エナジー製超小型ガス化発電システム（東日本キャタピラー三

菱建機販売㈱、神奈川県相模原市） 

 

施設・事業の概要 

１．生ごみのリサイクル・エネルギー化技術（東京農業大学） 

1.1生ごみのエタノール化システム（バイオマスエネルギーセンター） 

 

①システムの概要 

 食品廃棄物（生ごみ）を発酵資材として、環境負荷の小さい新規のエタノール変換技術を開発

した。従来型の液体発酵法では、蒸留した後の廃液の処理が大きな問題となっていたが、生ごみ

を固体状で発酵させることにより、蒸留廃液を出さない新しいタイプのエタノール発酵システム

である。世界中で、東京農大にしかないシステムである。 

 生ごみを乾燥ペレット化したものを原料として、焼酎麹菌により固体状のまま糖化させ（２日

間）、さらに焼酎酵母を加えて固体発酵をさせ（３日間）、さらに真空蒸留機にてエタノールを分

離する。生ごみ 20kgから純度 90％のエタノールが約 1.6㍑取れる。 

 

②システムの特徴 

・固体発酵法であるため蒸留廃液が出ない 

・固体発酵法であるため発酵槽が縮小化できる 
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・エタノールは燃料*や食品の消毒に使える 

・蒸留残渣は肥料や炭化物として利用できる 

（備考*）：現在、わが国では自動車のガソリンにエタノールを 3%添加（E3）することが認められ

ており、将来は 10％程度まで認められる模様 

 

【装置仕様】 

処理対象物 残飯・調理残渣 

処理能力 20kg/日 

エタノール回収量 消毒用エタノール 1L/10kg・乾燥ペレット 

製麹機 培養日数 2日間 有効容積 38L 35℃ 

発酵槽 培養日数 3日間 有効容積 45L 25℃ 

真空蒸留機 蒸留時間約 5時間 容積 40L 

 

     装置外観（中央が蒸留機）             製造フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 生ごみの高速メタン発酵システム 

 

①システムの概要 

 生ごみに水分を加え（生ごみ 1kg 当り水 10L）生ごみ溶解槽で可溶化することにより、メタン

発酵槽から出る残渣を最小限にし、粒状に集まったメタン生成細菌（グラニュール）を使い発酵

処理時間を短縮した、新しいタイプのメタン発酵システムである。このグラニュールを使うのは

欧州で開発されたが、国内でこの方式を使っているのは東京農大のみである。通常のメタン発酵

に比べて、速く発酵させ、きれいな廃液ということを狙っており、沈降性の良い微生物（グラニ

ュール）を使っている。通常 20 日間かかるところ、本方式では 7日程度で発酵し、排水はそのま

ま放流できる程度である。100kg/日の生ごみをそのまま投入し、7 ㎥のメタンガス（10 世帯での

使用量相当）が発生する。排気について土壌脱臭法も利用しており、臭いの問題は全くない。メ

タン濃度は現状 70～85%であり、通常のメタン発酵法の濃度 60％に比べて高くなっている。発生

したメタンガスは、肥料「みどりくん」の乾燥用熱源として利用する予定。 
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②システムの特徴 

・可溶化処理により残渣量を最小限にできる 

・メタンガスはそのままエネルギーとして利用できる 

・粒状のメタン生成菌により高速発酵処理ができる 

 

  酸生成槽と生ごみ回収箱、溶解槽（上部）        投入生ごみと攪拌機 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 1.3 生ごみ堆肥化システム（リサイクル研究センター） 

①システムの概要 

 世田谷区内学校給食の残渣である生ごみ、大学内の食堂から出る生ごみを処理して、肥料を製

造するシステム。世田谷区の学校給食センターは 2ヶ所あり、800～1,000kg/日の生ごみが発生し、

その半分位を大学へ持ってきている。収集のための回収ボックスを配り、ごみの収集は業者に依

頼して行っている。 

 生ごみを圧縮・分別したものに尿素を加えて、蒸気（10k 飽和蒸気）にて加熱・乾燥し、成型 

して有機質肥料を製造する。生ごみから約 2時間で乾燥ペレット化できる。（処理能力 80kg/h） 

できた生ごみ肥料は「みどりくん」と名づけて、大学内を含めて地域の農地で活用している。 

 

製造フロー 

メタン生成細菌（グラニュール） 
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製造フローと回収箱に入った生ごみ肥料「みどりくん」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②システムの特徴 

・生ごみを堆肥化せず直接肥料にする 

・ペレット状に加工するので農業に利用しやすい 

・既存肥料の代替物として利用できる 

・地下水の硝酸汚染を抑制できる 

・産官学を含めたゼロ・エミッションが構築できる 

 

 

 

２．環境エネルギー館（東京ガス株式会社） 

2.1 施設概要 

 環境エネルギー館は、エネルギーおよび環境問題をテーマにした体験学習施設で、「循環」「意

識」「エネルギー」「行動」をキーとして展示している。「光・水・土・緑」といった自然の要素を

取り入れ、自然とのふれあいを体験できる。 
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2.2 展示施設の内容 

 

①燃料電池 

 都市ガスから作られた水素と大気中の酸素とを反応させることによって、電気を得る燃料電池

は大気汚染の原因となる NOx の発生が少ない。また、水素を作る過程では、都市ガスは主成分が

メタンである天然ガスを利用したものが主力で、LPガスやガソリンなどに比べて、水素を取り出

すために発生する二酸化炭素の量が最も少ない。 

種 類 ：りん酸型燃料電池 

定格出力 ：100kW 

ガス消費量 ：13A 21.6Nm3/h（定格出力時） 

発電効率 ：40％（定格出力時、送電端、LHV） 

排気特性 ：N0x 5ppm以下 

運転方式 ：系統連系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②大規模床暖房（１階エントランスホール） 

 １階エントランスホールに設置された大規模床暖房は、３階まで吹き抜けで人の出入りが激し

い大空間のエントランスホールを効率よく暖房するための装置である。床からの放射熱により、

温熱環境を保つことができる。温水式の大規模床暖房は、主としてコージェネレーションシステ

ムの排熱を利用しており、エネルギーの有効利用を実現している。 

 

  暖房面積  1階アトリウム 約 400m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料電池 
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③アースチューブ 

 地中の温度は四季を通じて温度変化が少なく、この特性を利用

することにより、空調の負荷を低減することができる。アースチ

ューブで、取り入れた外気を地中を通すことによって、冷やした

り、暖めたりする装置である。アースチューブにより「夏は涼し

く」「冬は暖かい」空気をつくることができ、冷暖房の負荷を低減

できる。 

 

塩ビパイプ  350.0×30m×2本            

（給気塔 鋼製パイプ 558.8×10m×2本） 

 

④ビオトープ 

 屋上に人工土壌（ホワイトログ、リバソイル）を敷き、昆虫が遊ぶ草原やメダカのいる池、小

鳥が集う雑木林などを配し、里山の自然環境を再現している。ここでは自然観察や遊びを通して、

自然との触れ合いとその大切さが実感できる。 

 また、小型風力発電設備と太陽光発電パネルを設置しているが、小型風力発電機は後から建設

された周辺のビル等の影響により、現在は、ほとんど回っていない（発電していない）。 

 

●小型風力発電機 

外径寸法  ：ローター直径 2.4m、全長 1.5ｍ 

定格出力  ：850W-48V＠12.5m/sec 

タービン  ：羽根枚数 3枚 、材質 FRP 

発電機  ：永久磁石 18極、3相スター結線式交流発電機 

運転方式  ：系統分離（ビオトープ池循環ポンプ用発電） 

台 数  ：4台 

  

●太陽光発電パネル 

電池容量 ：3.4kW 

運転方式  ：系統連系 

太陽電池モジュール   

種 類  ：多結晶シリコン太陽電池 

型 式  ：KC141S 

外径寸法  ：1120×970mm 

枚 数 ： 24枚 

最大出力 ：141W／モジュール 

 

 

 

 

アースチューブ

太陽光発電パネル

小型風力発電機 



 
原村地域新エネルギービジョン 

 

 
 192

３．超小型ガス化発電システム、株式会社マイクロ・エナジー製（東日本キャタピラー三菱建機

販売㈱神奈川県相模原市） 

3.1 施設概要 

 熱分解ガス化は焼却とは異なった技術であり、可燃性の固体を希薄酸素状態で熱分解して CO、

H2、CH4（メタン）等の可燃性燃料ガスを取り出す技術である。焼却炉のように多量の空気を送り

込むのではなく、炉内を高温・希薄酸素の雰囲気にして熱分解処理を行う。 

 本システムからは、木質バイオマス燃料を例に取ると、毎時 20～40kg(水分率による)の燃料を

ガス化して 60～100Nm3/Hのガスが発生する。発熱量は約 1,000kcal/Nm3（都市ガスの約 1/10）で

ある。燃料は、ガス化効率を上げるため 50mm以下程度にすることが望ましく、水分率も概略 15％

以下が望ましい。（注：運転実績からするとチップサイズは 30mm以下が望ましい様子である。）  

 火格子面積 0.5㎡ 以上、焼却能力が１時間あたり 50kg以上の焼却炉を使用する場合には、設

置時の届け出および定期的なダイオキシン類の測定などが義務づけられて いる。しかし、本乾溜

ガス発生炉は、小規模小型なため各種規制には該当せず、周辺環境等への支障もなく、取扱いが

容易である。（市町村が個別に定める条例や規制は別途調査が必要） 

 改質器では 900℃以上の高温水蒸気/空気の混合気体を用いて、乾留（熱分解）ガス中のタール

分を更に熱分解ガス化する。この際、万が一ダイオキシン類が含まれていても同時に熱分解され

る。このプロセスにより、熱分解ガスとしては比較的発熱量の高い 1,000kcal/Nm3 前後の改質ガ

スが生成し、ガス量も増加する。 

 本設備は、同社で使用するための設備でなく、近隣にある新キャタピラー三菱の工場に導入す

るために、相模原市へ提示するデータ取得を目的として設置されている。 

 

3.2 施設運用について 

 燃料となる木質バイオマスは含水率 15％以下が望ましい。水分率が高いとバイオガスの熱量が

下がる。燃料にプラスチック類が多くなると熱量が上がり燃焼制御が難しくなる。現在木製の廃

パレットを破砕して燃料として利用しているが、混入する釘類は溶けてしまうので問題ない。 

 排出される残渣については、通常の焼却炉では 1/10程度までにしか減容できないが、熱分解ガ

ス化炉の場合には 1/20程度まで減容できる。出てきた残渣は道路材料にすることを研究中である。 

 発生した可燃性ガスは、ディーゼルエンジン（3330ccクラス）発電機で発電している。ディー

ゼルエンジン発電設備では軽油 30％、バイオガス 70％の混合燃料を使用する。バイオガスはカロ

リーが低いため、軽油をディーゼル点火用に使用している。発電出力は 28kWであるが、7kWはプ

ラント内で消費し、残りの 21kWを利用できる。2日間の連続運転テストを実施したが、特に問題

はなかった。実際の運用では、1 年に 1 回のオーバーホールを考えている。ディーゼルエンジン

は比較的安価なので、オーバーホールにかなりの費用がかかるのであれば、新品に交換してもよ

いと考えている。（注：現地でオーバーホールするのではなく、オーバーホール済みの別のエンジ

ンとそっくり入れ替えて運転し、リプレースしたエンジンは別途設備の整った工場で時間をかけ

てオーバーホールする方式も業界では取り入れられてきている。） 

 マイクロ・エナジー社では、プラントの販売に加えて、保守点検契約を受けることも検討して

いる。  
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超小型ガス化発電システム 

  

 

システムフロー 

 

 




